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四季折々に魅力的なリゾート…「軽井沢山荘」

医療と介護の自己負担が高額になったとき（高額介護合算療養費）
10月から出産育児一時金が42万円に増額されます
健保組合INFORMATION

平成20年度収支決算のご報告と医療費動向
家族調査にご協力ください
「ジェネリック医薬品お願いカード」を同封しました！
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　毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間にかかった医療
と介護の自己負担（高額療養費や高額介護サービス費の
支給があった場合はそれを差し引いた実質的な負担）を
合算し、その額が表の限度額を超えている場合支給され
ます。

医療と介護の自己負担が高額になったときは、
「高額介護合算療養費」の手続きを

●支給の条件

News & Topics

　同一世帯内に同一の医療保険（例えばＮＥＣ健保）に加入する介護保険の受給者がいらっしゃる方に朗報です。
医療と介護を合わせた自己負担が高額になった場合、負担軽減のために自己負担限度額を超えた分が健康保険と
介護保険とそれぞれから支給される制度ができました。平成21年8月から受付がスタートしています。

　該当する方は、市区町村にて介護保険に関する自己負担額証明書の交付を受けた後に、その証明書を添付して健保組
合に「高額医療・高額介護合算療養費請求書」を提出してください。健保組合から、介護保険者に支給額を連絡し、当
健保組合と介護保険者から、それぞれ高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費が支給されます。

●手続方法

　健康保険では、出産の際に1児につき現行
38万円（※）の「出産育児一時金」を支給し
ています。しかし、出産育児一時金は出産後
の申請および支給が原則のため、出産費用と
して一時的に多額の現金を用意する必要があ
りました。
　10月1日からは、医療機関等からの請求に
対し、出産育児一時金の範囲内で、健保組合
が医療機関等に直接出産費用を支払う「直接
支払制度」がスタートします。「いざ、出産」
の際に費用面であわてることなく、安心して
出産にのぞむことができます。

費用面で出産をサポート
＜平成21年10月～平成23年3月＞

「直接支払制度」が始まります

※産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産する
場合は39万円となります。

現　行 平成21年10月～平成23年3月

産科医療補償制度
加入施設 38万円 42万円

その他の施設 35万円 39万円

　出産費用が出産育児一時金より高くなった場合は、不
足分の精算を退院時に医療機関等で行ってください。逆
に安く済んだ場合は、被保険者等からＮＥＣ健保に医療
機関等の明細書を提出し、差額の請求を行ってください。

●差額が発生した場合は？

　直接支払制度は、日本国内の医療機関等にのみ適用さ
れますので、海外で出産された場合は、現行制度の利用
となります。

●海外で出産した場合は……

　国の緊急少子化対策の一環として、10月1日以
降の出産分から、出産育児一時金が4万円アップ
の1児につき42万円（※）に増額されます（平成
23年3月まで）。

出産育児一時金が4万円アップの42万円に！

　出産の際に何らかの原因で重度脳性まひとなった場合
等に補償金を受けられる制度です。分娩機関の99.5％が
加入しています（平成21年7月現在）。詳しくは、㈶日
本医療機能評価機構のHPをご覧ください。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html

産科医療補償制度とは

■直接支払制度（10月1日出産分～）

　直接支払制度の利用を希望しない場合は、現行制度
（出産後にNEC健保へ出産育児一時金を請求）を利用す
ることもできます。

●直接支払制度を希望しない場合は……

＊上位所得者（70歳未満）とは標準報酬月額が53万円以上の方。
＊現役並み所得者（70歳以上）とは標準報酬月額が28万円以上の方など。
＊低所得者には低額な自己負担限度額が設定されています。
＊75歳以上の高齢者は長寿医療制度から給付を受けます。
＊70歳～74歳の一般の自己負担限度額は本来62万円ですが、高齢者の
自己負担増を凍結する措置に従って56万円になります。

●自己負担限度額

介護保険受給者の年齢 上位・現役並み所得者 一　　般

70歳～74歳
67万円
（89万円）

56万円
（75万円）

70歳未満
126万円
（168万円）

67万円
（89万円）

（　）内は初年度の自己負担限度額

＜お問い合わせ先＞
現物給付グループ
・TELNET　8-185-240
・文書メール　〒185-250
・ダイヤルイン　03-3461-9370
＊詳細はＮＥＣけんぽホームページ
　（以下、HPと略）をご確認ください。
〔トップページ→保険給付について→高額医療・
高額介護合算療養費〕

　9月30日をもって廃止となります。

●受取代理制度（事前申請）は廃止

※産科医療補償制度に加入した医療機関で出産し
た場合。10月からは42万円（下段参照）。

（注1）初年度は平成20年4月から平成21年7月までの16ヵ
月間が対象となり、基準額も 表の額となります。

（注2）医療保険の計算で合算対象となるのは、
70歳未満の方：レセプト単位で自己負担額が21,000円

以上のもの。
70歳〜74歳の方：すべての自己負担額が合算対象と

なります。
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